
 

当院は「かかりつけ医」として以下の取組みを⾏っています。 

 

⚫  他の医療機関の受診状況およびお薬の処⽅内容を把握した

上で服薬管理を⾏います。  

⚫  健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談

に応じます。必要に応じ、専⾨の医師・医療機関をご紹介しま

す。  

⚫  保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。  

⚫  夜間・休⽇等の緊急時の対応⽅法について情報提供いたし

ます。  

 

かかりつけ医機能を有する地域の医療機関は以下で検索できます。 

◆東京都 医療機関・薬局案内サービス ひまわり (24 時間対応)  

TEL:03-5272-0303   FAX:03-5285-8080(聴覚障害者向け専⽤)  

※ホームページ「ひまわり」医療機関検索サービス  

【URL】 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/  



医療情報取得および医療DX推進について 

当院は医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っておりま

す。 

①オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報等を活用して診療を実施し

ております。 

②マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよ

う取り組んでおります。 

電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスも今後導入予定です。 

 

明細書発行体制について 

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、

領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行してお

ります。また、公費負担医療の受給者で医療の自己負担のない方についても、明細書

を無料で発行しております。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査

の名称等が記載されております。 

明細書の発行を希望されない方は、受付にお申し出ください。 



 

情報通信機器を用いた診療について 

情報通信機器を用いた診療の初診の場合、向精神薬を処方しておりません。 

 

一般名での処方について 

当院では、厚生労働省の方針に従い、一般名処方を行っています。一般名処方とは医

薬品の有効成分をそのまま医薬品名として処方せんに記載して処方することです。医

薬品の供給が不安定な状況であっても、一般名処方を推進することにより、薬局にお

いて、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じて調剤できることで、患者さんに適切に

医薬品を提供することが可能となります。一般名での処方について、ご不明点やご心

配事がある場合は、いつでもご相談ください。 

 

夜間早朝等加算について 

当院では厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、平日 18時および土曜

日 12 時以降に受診される方に関して、「夜間・早朝等加算」を適用しております。 


